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「おくやみ手続きナビ」のご案内

　 遺族が死亡届の提出後に、 市で行う必要が

WEBサービス「おくやみ手続きナビ」の

提供を開始していますのでぜひご活用ください！

答えて 　 抽出完了

⬇
①左の二次元コードからサイトにアクセス

②表示される質問に回答

③手続き場所や必要書類などが確認できます！

⬇
「おくやみ手続きナビ」

二次元コード

ある手続きを分かりやすくご案内する



住民登録

緊急通報装置の貸与・訪問理美容サービス
紙おむつの給付・福祉タクシーの消滅の
届出

障害福祉課
保健福祉センター
3階②番窓口

子育て支援課
保健福祉センター
３階⑥番窓口

課税課
本庁舎

２階㉔番窓口

収税課
本庁舎２階㉕番窓口
農業委員会

本庁舎２階㉓窓口

上下
水道課 上下水道の手続き

上下水道課
東庁舎

２階34番窓口
上下水道を使用されていた

森林 森林の土地の所有者届出 産業振興課
本庁舎２階㉑番窓口森林を所有していた

市民課本庁舎
１階①番窓口

P.3～
　  P.4

市税の口座振替をしていた

原動機付自転車（125cc以下）などを
所有していた

振替口座の変更手続き

受給券の返納・変更の届出

資格確認書の返還

市での手続きチェックリスト

市での手続きチェックリスト

市での手続き

空き家の所有者または所有する可能性がある方へ

大切なひとを亡くされたあなたへ

市以外での主な手続き一覧

市庁舎配置図

ご遺族メモ

相続登記について

法定相続情報証明制度

委任状

市での手続きチェックリスト
亡くなられた方が以下に該当する場合は、担当窓口での手続きが必要となります。

亡くなられた方の状況など

子どもの
手当など

ご不明な点がありましたら担当窓口までお問い合わせください。



住民登録

緊急通報装置の貸与・訪問理美容サービス
紙おむつの給付・福祉タクシーの消滅の
届出

障害福祉課
保健福祉センター
3階②番窓口

子育て支援課
保健福祉センター
３階⑥番窓口

課税課
本庁舎

２階㉔番窓口

収税課
本庁舎２階㉕番窓口
農業委員会

本庁舎２階㉓窓口

上下
水道課 上下水道の手続き

上下水道課
東庁舎

２階34番窓口
上下水道を使用されていた

森林 森林の土地の所有者届出 産業振興課
本庁舎２階㉑番窓口森林を所有していた

市民課本庁舎
１階①番窓口

P.3～
　  P.4

市税の口座振替をしていた

原動機付自転車（125cc以下）などを
所有していた

振替口座の変更手続き

受給券の返納・変更の届出

資格確認書の返還

市での手続きチェックリスト

市での手続きチェックリスト

市での手続き

空き家の所有者または所有する可能性がある方へ

大切なひとを亡くされたあなたへ

市以外での主な手続き一覧

市庁舎配置図

ご遺族メモ

相続登記について

法定相続情報証明制度

委任状

市での手続きチェックリスト
亡くなられた方が以下に該当する場合は、担当窓口での手続きが必要となります。

亡くなられた方の状況など

子どもの
手当など

ご不明な点がありましたら担当窓口までお問い合わせください。



資料を持参していない場合は、請求書に具体的な手続き名称と
提出先を記入していただきます。

請求者と亡くなられた方との関係や利害関係の疎明資料

※親族の方が請求する場合にも、利用目的や亡くなられた方との関係（続柄）を確認できる書類が必要となります。

代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要となりますが、代理人には直接交付できま
せん。本人の住所宛てに郵送します。

請求者と亡くなられた方との関係がわかる戸籍謄本など

死亡届を提出してから戸籍反映までに２～３週間程お時間がかかる場合があります。
予めご了承ください。
※本籍地以外の市区町村でも取得できます（戸籍反映には日数を要します）。

①亡くなられた方の配偶者・直系親族（父母・子）
　請求可能です。
②亡くなられた方の兄弟姉妹・代理人
　①の方から委任された人。兄弟姉妹の方は請求理由などにより請求可能です。
　正当な理由があると認められない場合は、戸籍証明を発行することができません。
　※白井市が、本拠地でない場合は発行することができません。

●手続きする人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
　※白井市以外に本籍地がある場合は、顔写真付きの本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、旅券）
　　のいずれかが必要です。

持ち物

戸籍は法改正や婚姻、離婚、転籍などの届出により、戸籍が新しく編成・移動するため、生涯の戸籍は
複数に渡ることがあります。生涯のどの部分の戸籍が必要か、事前に提出先にご確認ください。
（例）・亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍
　　　・亡くなられた方の婚姻から死亡までの一連の戸籍
　　　・亡くなられた方と相続人の関係がわかる戸籍

市での手続き 市での手続き

市での手続き

1 通400円 亡くなられた方の印鑑登録は、自動的に失効となります。
印鑑登録について手続きの必要はありません。
また、印鑑登録証について返納いただく必要はありませんが、必要ない場合には
市民課窓口にて回収いたします。

市民課　本庁舎１階　①番窓口　☎047-401-3846
担当窓口

印鑑登録

亡くなられた方のマイナンバーカードは、自動的に失効となります。
また、カードについて返納いただく必要はありませんが、必要ない場合には市民課窓口
にて回収いたします。

市民課　本庁舎１階　①番窓口　☎047-401-3846
担当窓口

マイナンバーカード

亡くなられた方の住民票の除票を請求できるのは、請求者自身が利害関係人であり、
自己の権利行使や義務履行のためまたは官公庁への提出が必要な場合などに限り請
求することができます。

マイナンバー入りの住民票の写しの請求は、本人または同一世帯の人に限ります。
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亡くなられた方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、
資格確認書の返還が必要です。

●国民健康保険または後期高齢者医療制度の資格確認書

※例示している本人確認書類以外のものは２つ以上提示が必要なものもあります。
　詳しくは下記担当窓口にお問い合わせください。

※例示している本人確認書類以外のものは２つ以上提示が必要なものが
　あります。詳しくは下記担当窓口にお問い合わせください。

国民健康保険および後期高齢者医療制度の手続き

市での手続き 市での手続き

※年金の加入期間や納付状況などによっては手続きがない場合があります。

厚生年金の加入者・受給者が亡くなられたときの手続きは、年金事務所に
お問い合わせください。

共済年金の加入者・受給者が亡くなられたときの手続きは、共済組合に
お問い合わせください。

その他の健康保険加入者が亡くなられたときの手続きは、各保険者にお問い合わせください。
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亡くなられた方が在宅福祉サービス（緊急通報装置の貸与・訪問理美容サービス・紙
おむつの給付・福祉タクシー）を受けていた場合、届出が必要です。

市での手続き 市での手続き
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●請求者名義の振込先の口座番号がわかるもの
●手続きする人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
※個々の状況により別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは下記受付窓口にご確認ください。

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

対象児童名義の口座確認書類（通帳またはキャッシュカード）

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

●振込先の口座番号がわかるもの
●手続きする人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
●受給資格者の医療保険の資格情報が確認できるもの

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

市での手続き 市での手続き

亡くなられた方が助成対象であった場合、受給券の返納の届出が必要です。

亡くなられた方が助成対象の児童の保護者であった場合、保護者変更の届出が
必要です。



●請求者名義の振込先の口座番号がわかるもの
●手続きする人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
※個々の状況により別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは下記受付窓口にご確認ください。

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

対象児童名義の口座確認書類（通帳またはキャッシュカード）

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

●振込先の口座番号がわかるもの
●手続きする人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
●受給資格者の医療保険の資格情報が確認できるもの

子育て支援課　保健福祉センター３階 ⑥番窓口　☎ 047-497-3487

市での手続き 市での手続き

亡くなられた方が助成対象であった場合、受給券の返納の届出が必要です。

亡くなられた方が助成対象の児童の保護者であった場合、保護者変更の届出が
必要です。



障害福祉課　保健福祉センター３階　②番窓口　☎ 047-497-3483

※別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

障害福祉課　保健福祉センター３階　②番窓口　☎ 047-497-3483

市での手続き 市での手続き

亡くなられた方が、就学援助費または特別支援教育就学奨励費の支給を受けて
いた場合、受給者変更などの手続きが必要です。

亡くなられた方が重度心身障害者医療助成や福祉手当などのお手続きをされていた場合は、
所定の届出が必要になることがありますので、下記担当窓口までお問い合わせください。



障害福祉課　保健福祉センター３階　②番窓口　☎ 047-497-3483

※別途書類が必要になる場合がありますので、詳しくは下記窓口へお問い合わせください。

障害福祉課　保健福祉センター３階　②番窓口　☎ 047-497-3483

市での手続き 市での手続き

亡くなられた方が、就学援助費または特別支援教育就学奨励費の支給を受けて
いた場合、受給者変更などの手続きが必要です。

亡くなられた方が重度心身障害者医療助成や福祉手当などのお手続きをされていた場合は、
所定の届出が必要になることがありますので、下記担当窓口までお問い合わせください。



納税義務者（住民税、固定資産税など）が亡くなられた場合、市税全般に係る
納税通知書などの書類を受領する相続人代表者の指定届を提出してください。

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4576（市民税係）
　　　　　　　　　　　　 ☎ 047-401-4586（固定資産税係）

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4586

※遺産分割協議書未作成の場合は、下記担当窓口までお問い合わせください。

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4576

収税課　本庁舎２階　㉕番窓口　☎ 047-401-4104

農業委員会　本庁舎２階　㉓番窓口　☎ 047-401-4602

亡くなられた方が地域森林計画の対象となっている森林を所有していた場合、
相続などで土地の所有者となった方は届出が必要です。

森林の土地の所有者届出

●相続を受けた土地の登記事項証明書など
●相続を受けた土地の位置図

持ち物

担当窓口
土地の所有者となった日から
90日以内

期　限
産業振興課　本庁舎２階　㉑番窓口　☎ 047-401-4631

市での手続き 市での手続き

原動機付自転車・軽二輪などの軽自動車税の手続き



納税義務者（住民税、固定資産税など）が亡くなられた場合、市税全般に係る
納税通知書などの書類を受領する相続人代表者の指定届を提出してください。

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4576（市民税係）
　　　　　　　　　　　　 ☎ 047-401-4586（固定資産税係）

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4586

※遺産分割協議書未作成の場合は、下記担当窓口までお問い合わせください。

課税課　本庁舎２階　㉔番窓口　☎ 047-401-4576

収税課　本庁舎２階　㉕番窓口　☎ 047-401-4104

農業委員会　本庁舎２階　㉓番窓口　☎ 047-401-4602

亡くなられた方が地域森林計画の対象となっている森林を所有していた場合、
相続などで土地の所有者となった方は届出が必要です。

森林の土地の所有者届出

●相続を受けた土地の登記事項証明書など
●相続を受けた土地の位置図

持ち物

担当窓口
土地の所有者となった日から
90日以内

期　限
産業振興課　本庁舎２階　㉑番窓口　☎ 047-401-4631

市での手続き 市での手続き

原動機付自転車・軽二輪などの軽自動車税の手続き



P.15

上下水道の閉栓または名義変更が必要となります。また、料金支払い方法や振替
口座の変更が必要です。

上下水道の手続き

●市営水道区域（冨士・白井・富塚・西白井地区など）
　白井市上下水道料金など委託業者
　☎ 047-492-1022　月～金　8：30～17：15　土　9：00～12：00　※日、祝日、年末年始を除く　

●県営水道区域（千葉ニュータウン区域および一部近隣区域）
　県水お客様センター
　☎ 0570-001-245　月～金　8：45～18：00　土　8：45～17：00　※日、祝日、年末年始を除く　

連絡先

担当窓口
上下水道課　東庁舎２階　34番窓口　☎ 047-401-5203

白井市では、市営水道区域と県営水道区域があり連絡先が異なります。

期　限
早めにお手続きください。

粗大ごみを捨てる場合
　以下にお問い合わせください。
・粗大ごみ受付センター　047-491-4753
　時間/月曜～金曜（祝休）　8：30～17:00
　※週始めの午前中は電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

多量に出たごみの処理は、通常行われる収集とは別に、一般廃棄物処理（収集運搬許
可）業者に収集を依頼して処理してください。

市内の一般廃棄物処理業者に収集を依頼する場合
以下の業者にお問い合わせください。

粗大ごみは、有料・電話申し込み制です。
「粗大ごみ受付センター」に電話で申し込み、「粗大ごみ処理券取扱店」で料金分の
「粗大ごみ処理券」を購入してください。処理券に収集日・受付番号を記入し、粗大
ごみに貼り、収集日の8:30までに指定場所に出してください。

市での手続き 市での手続き

図書館利用カード・図書資料などの返却
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■あしなが育英会
☎ 03-3221-0888　https://www.ashinaga.org/
月～金　9:00～17:00 ※祝日・年末年始除く

自死などで親をなくした子どもたちの
こころのケアと奨学金制度

借金、相続などの法的トラブルに関する相談

■心配ごと相談 (予約優先)
弁護士相談　月２回／税理士による相続・税務
相談　月1回／司法書士による相談　月１回
[予約先] 白井市社会福祉協議会 ☎ ０４７-４９２-５７１３
[予約日] 月～金 9：00～17：00 ※祝日・年末年始除く

■日本司法支援センター 法テラス
法テラス千葉　☎ 0570-078315
法テラス松戸　☎ 0570-078316
月～金　9:00～17:00 ※祝日・年末年始除く

■千葉いのちの電話
☎ ０４３-２２７-３９００（24時間365日受付）

■千葉県いのち支えるSNS相談
・相談受付日　4月～2月：毎週水曜・土曜・日曜
　　　　　 　3月：毎週月曜・水曜・土曜・日曜
　　　　　 　※9月10日～16日は毎日
・受付時間　　14：00～22:00（21:30まで対応）
※実施状況については、県HPなどをご確認ください。

大切なひとを亡くされたあなたへ

登録専用二次元コード

■千葉県精神保健福祉センターこころの電話相談
☎ ０４３-307-3360
月～金　9:00～18:30 ※祝日・年末年始除く

■白井市 こころの健康相談 (要予約)
☎ ０４７-４９７-３４８３（白井市障害福祉課）
・医師：毎月第2木曜日　9:30～12:00
・精神保健福祉士：毎月第2・第4水曜日
 10:15～15:00
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図書館 図書館利用カードの返却
図書資料・視聴覚資料の返却

図書館または各センター図書室

市以外での主な手続き一覧 市以外での主な手続き一覧

市以外での主な手続き一覧

名義変更・廃車など

名義変更・廃車など

名義変更・廃車など

相続税の手続き
所得税・消費税申告など

各金融機関 など

各証券会社 など

死亡保険金の請求・
入院給付金の請求など

医療費助成
（指定難病など）

生命保険など

預貯金口座など

株式など

電気・ガス料金など

土地・家屋など所有者の
移転（相続）登記など

※その他の警察署および運転免許試験場で可能。
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保管場所など

番号・記号など

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度により交
付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な
相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担を軽減することができます。



保管場所など
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相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担を軽減することができます。



相続などに関する登記についてのご相談は相続などに関する登記についてのご相談は

　未登記建物や建物の取りこわしなどに伴う登記の無料相談を当調査士会館や一部
の市（一部予約が必要です。）にて実施しています。

対面による相談の開催場所および日時などは、

　ホームページをご覧になれない場合には、音声ガイダンスにより管轄登記所およ
びその番号をご案内しています。

千葉司法書士会総合相談センター ☎ 043-204-8333 または当会ホームページでご
確認ください。
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き

　平成２９年５月２９日（月）から，全国の登記所（法務局）において, 各種相続手続きに利
用することができる「法定相続情報証明制度」がスタート！この制度を利用することで, 各種
相続手続きで戸籍騰本の束を何度も出し直す必要がなくなります（※）。

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続き
が同時に進めら
れ, 時間短縮につ
ながります。

き

き

手続き

相続手続き

委任状（住民票など請求用）

（宛先）白井市長         令和 年 月  日

頼
ん
だ
人

委

任

者

住 所                   

氏 名                

生年月日 大正・昭和・平成・令和・西暦 年 月 日

電 話                   

私は、次の者を代理人と定め、下記の事項に関する権限を委任します。

頼
ま
れ
た
人

代

理

人

住 所                   

氏 名                   

生年月日 大正・昭和・平成・令和・西暦 年 月 日

電 話                  

委任する内容の□に✓をつけてください。

委

任

事

項

□ 住民票の写し（除票）、住民票記載事項証明書の取得

□ 戸籍（除籍・改製原戸籍）謄・抄本の取得

□ 戸籍の附票の取得

□ 身分証明書の取得

□ 住民異動届（転入・転出・世帯主変更・世帯分離・世帯合併など）

□ 印鑑登録申請

□ その他（ ）

【注意点】

（１）委任状は委任者本人が記入してください。

（２）パソコン書きなど、委任者本人の自筆でない場合は委任者の氏名欄に押印してください。

（３）鉛筆や消えるボールペンで記入されている場合は受付できません。

（４）委任者が１５歳未満の場合は、親権者が記入してください。

（５）平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

（６）委任状に不備・記入漏れがあるときは受付できない場合があります。

✂

キ

リ

ト

リ

✂
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白井市 市民課
株式会社鎌倉新書
令和8（2026）年1月作成

「おくやみ手続きナビ」のご案内

　 遺族が死亡届の提出後に、 市で行う必要が

WEBサービス「おくやみ手続きナビ」の

提供を開始していますのでぜひご活用ください！

答えて 　 抽出完了

⬇
①左の二次元コードからサイトにアクセス

②表示される質問に回答

③手続き場所や必要書類などが確認できます！

⬇
「おくやみ手続きナビ」

二次元コード

ある手続きを分かりやすくご案内する




